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平成２５年度南房総市決算（普通会計）の概要 

「平成２５年度決算状況」は、総務省が行う地方財政状況調査の会計区分である普通会計によ

り算定しています。一般会計及び特別会計の範囲は、地方公共団体ごとに異なることから、全国

共通の会計区分である普通会計を設けることにより、地方公共団体間の比較や国全体としての

統計が可能となります。 

南房総市における普通会計の範囲は、一般会計及び公共用地取得事業特別会計となってい

ます。 

 

１ 決算規模 

歳入総額 251億 9,388 万9千円、歳出総額 237 億8,753 万9 千円で、前年度比で歳入は 8.6%、

歳出は 8.1％の増となりました。 

          

           第１表 決算規模                 （単位：千円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 決算収支 

歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支は、14 億 635 万円で、前年度に対し 17.4％の

増となりました。 

 形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した実質収支は、地方公共団体の純剰余ま

たは純損失を示すものですが、12 億 7,955 万 3 千円となり、前年度に対し 16.3％の増となってい

ます。 

 

標準財政規模（＊1）に対する実質収支の割合を示す実質収支比率（＊2）は 8.2％となっています。 

   実質単年度収支は、マイナス 9,970 万 1 千円で、前年度に対し 77.7％の増となりました。実質

単年度収支は、財政調整基金の繰入金・積立金、公債費の繰上償還金を除いた単年度の基

礎的な収支を表すものです。 

  ＊1 経常的に収入を得ることのできる一般財源の規模を示す。平成 25 年度の標準財政規模は、156 億 4,652 万 3 千円とな

っている。 

＊2 実質収支額が黒字の場合の比率は正数で、赤字の場合は負数で表される。 
 

 

 

区 分 歳 入 増減率 歳 出 増減率 

平成 25 年度 25,193,889 8.6 23,787,539 8.1 

平成 24 年度 23,200,181 △2.1 22,002,773 △1.5 

平成 23 年度 23,688,268 △6.9 22,337,353 △7.6 

平成 22 年度 25,441,806 △8.4 24,179,619 △8.4 

平成 21 年度 27,768,712 33.6 26,388,588 33.5 
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第２表 決算収支                                （単位：千円、％） 

 

 

３ 歳入 

市税は、39億1,314万3千円で、9万7千円（0.0％）の減となりました。前年度と比べ、市民税、

固定資産税は減少していますが、軽自動車税、たばこ税、入湯税が増加しており、全体として

は、ほぼ同額となっています。 

また、地方交付税は、110 億 6,222 万 5 千円で、前年度比 2 億 4,329 万 1 千円（2.2％）の増と

なっています。 

 

第３表 主な歳入の内訳                            （単位：千円、％） 

（１） 市税 

  市民税については、個人均等割 0.3％の増、個人所得割 0.8％の減、法人均等割 2.1％

の増、法人税割 5.4％の減となり、全体としては 15 億 7,336 万 6 千円で、1,259 万 9 千

円（0.8％）の減となっています。 

固定資産税は、土地 1.6％の減、家屋 0.5％の減、償却資産 2.5％の増、全体としては

19 億 6,945 万 6 千円で、426 万 3 千円（0.2％）の減となっています。また、軽自動車税

は、1 億 463 万 1 千円で、116 万 7 千円 （1.1％）の増、たばこ税は、2 億 2,564 万 1 千

円で、1,283 万 2 千円（6.0％）の増、入湯税は、4,004 万 9 千円で、276 万 6 千円（7.4％）

の増となりました。 

区   分 25 年度 24 年度 
増 減 率 

25 年度 24 年度 

歳入歳出差引 1,406,350 1,197,408 17.4 △11.4 

翌年度に繰越すべき財源 126,797 96,871 30.9 △40.0 

実質収支 1,279,553 1,100,537 16.3 △7.5 

実質単年度収支 △99,701 △447,371 77.7 △128.8 

区  分 決算額 
構成比 増減率 

25 年度 24 年度 25 年度 24 年度 

市税 3,913,143 15.5 16.9 0.0 △2.1 

地方交付税 11,062,225 43.9 46.6 2.2 △2.8 

国庫支出金 2,772,979 11.0 6.4 89.9 △16.0 

県支出金 1,119,021 4.4 4.4 10.4 △9.4 

分担金・負担金 255,010 1.0 1.1 △3.7 7.5 

使用料 207,492 0.8 0.8 6.4 3.6 

手数料 209,149 0.8 0.9 0.7 △3.6 

繰入金 328,049 1.3 2.1 △31.2 △49.2 

地方債 3,101,200 12.3 10.8 23.3 43.2 

一般財源 18,792,915 74.6 78.0 3.9 △6.9 
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（２） 地方交付税 

  地方交付税は、普通交付税が 101 億 2,068 万円、特別交付税が 9 億 4,154 万 5 千円、

合計で 110 億 6,222 万 5 千円の交付があり、前年度比 2億 4,329 万 1 千円（2.2％）の増

となっています。普通交付税は、交付税算定において、地域の元気づくり推進費が創設

されたことや公債費に対する基準財政需要額の伸びなどにより 1 億 7,848 万 7 千円

（1.8％）の増となっています。特別交付税は、6,480 万 4 千円（7.4％）の増となってい

ます。 

 

（３） 繰入金 

  繰入金は、3億 2,804 万 9 千円で、前年度比 1億 4,842 万 2 千円（31.2％）の減となり

ました。財政調整基金の繰入れが、2億 9,193 万 2 千円で、7,850 万 1 千円減っているほ

か、平成 24 年度は、山名地域振興基金や元気なまちづくり基金、住民生活に光をそそぐ

交付金基金など、目的基金の取り崩しが多額であったことから減となりました。 

 

（４） 地方債 

  地方債は、31 億 120 万円で、前年度比 5 億 8,630 万円（23.3％）の大幅な増となりま

した。地方債の歳入全体に占める割合は、12.3％です。防災行政無線デジタル化事業、

富山小中一貫校・幼保一体化施設等建設事業、三芳幼保一体化施設建設事業など大規模

事業の実施などにより増加しています。また、臨時財政対策債については、発行可能限

度額 9 億 4,527 万 3 千円に対し、発行額を 8 億 800 万円に抑え、前年度比 1 億 7,640 万

円の減となっています。 

 

４ 歳出 

経常的経費は 167 億 7,584 万円で、前年度比 0.1％の減となり、歳出全体に占める割合

は 70.5％となっています。投資的経費は 43 億 1,145 万円で、前年度比 61.3％増と大幅に

伸び、歳出全体に占める割合は 18.1%となっています。 

   

（１）  経常的経費のうち、義務的経費（人件費、扶助費、公債費）については、前年度

に比べ、1億 9,038 万 8 千円（2.0％）の増となりました。扶助費が、障害者自立支

援事業、生活保護費の増加に伴い 8,636 万 4 千円（4.1％）の増となったほか、公債

費では、千倉地区の小学校統合により償還の残る七浦小学校分の起債の繰上げ償還

を実施したことにより、2億 6,268 万 7 千円（8.7％）の増となったことが主な要因

です。なお、人件費は、職員数の減及び給与等減額措置の実施により 1 億 5,866 万

3 千円（3.8％）の減となっています。また、補助費等については、新火葬場建設事

業に対する負担金の減などにより 2億 7,814 万 7 千円（10.0％）の減となりました。

経常的経費全体では 1,400 万円（0.1％）の減となっています。 

 

（２）  投資的経費のうち、普通建設事業は、仮称富山小規模特別養護老人ホーム整備事

業、防災行政無線デジタル化事業、富山小中一貫校・幼保一体化施設等建設事業、
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三芳幼保一体化施設建設事業など大規模事業の実施及び国の経済対策による補助事

業や補助事業を実施することにより交付された地域の元気臨時交付金を活用した事

業の実施により、前年度比 15 億 5,501 万円（58.5％）の大幅な増となりました。 

 

 第４表 主な性質別歳出の内訳              （単位：千円、％） 

  構成比は表示単位未満を四捨五入しているため、積み上げと合計が一致しない場合があります。 

 

５ 財政状況 

経常収支比率は、前年度から 0.5 ポイント改善し 80.8％となりました。 

 財政力指数は、0.363 です。 

 

（１）  経常収支比率（＊3）については、経常経費はほぼ横ばいとなっていますが、地方

交付税が大幅に増加したことなどにより、数値が改善されました。 

    分母から臨時財政対策債を除いた場合の経常収支比率は、85.2％（前年度比 1.4

ポイント減）となっています。 

    ＊3 財政の硬直化の度合いを示す指標で、毎年度経常的に収入される市税、地方交付税等の経常一般財源

が人件費、公債費、扶助費等の経常的経費に充当される割合を示す。 

 

 

 

 

 

 

区  分 決算額 
構成比 増減率 

25 年度 24 年度 25 年度 24 年度 

経常的経費 16,775,840 70.5 76.3 △0.1 △2.4

 義務的経費 9,487,416 39.9 42.3 2.0 △2.0

内
訳 

人件費 4,043,300 17.0 19.1 △3.8 △3.8

扶助費 2,169,294 9.1 9.5 4.1 4.3

公債費 3,274,822 13.8 13.7 8.7 △3.4

物件費 2,871,607 12.1 12.8 2.2 △4.9

維持補修費 130,169 0.5 0.6 △6.9 53.4

補助費等 2,500,708 10.5 12.6 △10.0 △5.0

経常的貸付金等 49,546 0.2 0.3 △33.7 △6.7

経常的繰出金 1,736,394 7.3 7.7 2.7 1.0

投資的経費 4,311,450 18.1 12.2 61.3 8.7

 普通建設事業費 4,211,724 17.7 12.1 58.5 10.7

内
訳

補助 1,375,715 5.8 2.7 128.2 48.6

単独 2,836,009 11.9 9.3 38.1 3.0
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     第５表 主要財政指標              （単位：％） 

 

 

 

 

         

      ※経常収支比率の内書き（ ）は、臨時財政対策債を経常一般財源から除いた値 

６ 将来の財政負担 

平成 25 年度末債務残高（地方債残高と債務負担行為支出予定額の合計）は、311 億 8,930

万 6 千円で前年度末に比べて 4.4％の増となりました。これは地方債残高 2 億 3,053 万 9

千円の増及び債務負担行為支出予定額 10 億 8,955 万 5 千円の増によるものです。 

平成 25 年度末積立金現在高は、195 億 9,530 万 3 千円で、前年度末に比べ 20 億 720 万

1 千円（11.4％）の増となりました。 

 

（１） 平成 25 年度末債務残高のうち、地方債残高は、防災行政無線デジタル化事業等に

よる新規発行額が元金償還額を上回ったことにより増加しました。債務負担行為支出

予定額は、学校給食センター調理業務やスクールバス運行管理業務の民間委託への移

行などにより大幅に増加しました。 

 

（２） 平成 25 年度末積立金現在高は、減債基金への積立て 8億 587 万 4 千円及びその他

特定目的基金のうち、公共施設等再編整備基金への積立て 5億 2,229 万 7 千円、一般

廃棄物処理施設建設基金への積立て 5億 490 万 4 千円などにより増加しました。 

 

第６表 将来の財政負担                  （単位：千円、％） 

区 分 
地方債現在高 債務負担行為 合   計 

 増減率 支出予定額 増減率  増減率 

25 年度 28,654,418 0.8 2,534,888 75.4 31,189,306 4.4 

24 年度 28,423,829 △0.2 1,445,333 △14.7 29,869,212 △1.0 

23 年度 28,486,586 △3.1 1,694,954 △12.1 30,181,540 △3.6 

 本表数値は普通会計決算による。 

 

第７表 積立金年度末残高                                   （単位：千円、％） 

区 分 25 年度 24 年度 23 年度 

経常収支比率 80.8

（85.2）

81.3

（86.8）

80.9 

（86.6） 

財政力指数 0.363 0.362 0.373 

基 金 区 分 25 年度 24 年度 
増 減 率 

25 年度 24 年度 

財政調整基金 7,025,797 7,304,514 △3.8 △4.7

減債基金 3,705,073 2,899,199 27.8 38.4

その他特定目的基金 8,864,433 7,384,389 20.0 25.8

計 19,595,303 17,588,102 11.4 12.5
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７ 財政健全化判断比率の状況 

実質赤字比率（＊4）、連結実質赤字比率（＊5）は、全会計において黒字決算であるため該当

しません。 

 実質公債費比率（＊6）は、1.3 ポイント改善し、6.8％となっています。 

 将来負担比率（＊7）は、前年度に引き続き、実質的負担なしとなっています。 

＊4 普通会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 

＊5 全会計を対象とした実質赤字（又は資金の不足額）の標準財政規模に対する比率 

＊6 普通会計が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率 

＊7 普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率 

 

（１）  算出の結果、4指標とも早期健全化基準以内となっています。 

 

   第８表 財政健全化判断比率                                （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 25 年度 
 

財政再生基準 
早期健全化基準

実質赤字比率 - 12.73 20.0 

連結実質赤字比率 - 17.73 30.0 

実質公債費比率 6.8 25.0 35.0 

将来負担比率 - 350.0  
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８ 今後の財政見通し 

 平成 25 年度決算は、実質収支比率 8.2％と例年並みの概ね適正なものとなりました。ま

た、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、81.3％から 80.8％に改善されておりますが、

その要因は、地方交付税の伸びによるものであり、本来、優先して取り組むべき課題であ

る市税など自主財源の確保や経常経費の削減は、進んでいないのが現状です。 

今後の財政見通しですが、歳入面では、平成 25 年度の地方交付税の算定で、合併算定替

えにより地方交付税で 37 億 2 千万円、臨時財政対策債発行可能額で 1億 4千万円以上もの

加算を受けている状況ですが、この加算の満額交付も平成 27 年度までとされており、その

後、5 年間で段階的に削減され、平成 33 年度には、合併による優遇措置が終了することに

なっています。この地方交付税の合併算定替特例措置については、国から特例措置の終了

に伴う合併団体に配慮する方針が示され、今後は、合併市による市域の広域化に配慮した

算定が実施されることになり、幾らかの緩和措置が図られることになりましたが、合併算

定替え加算額に見合うほどのものではないことから、行財政改革が必要不可欠な状況であ

ることには、変わりありません。 

 歳出面では、さらなる消費税率アップによる歳出の増加が見込まれるうえに、景気回復

の遅れや少子高齢化の進展など、現在の激変する社会の中で、市民の皆さんが安心して暮

らせる地域づくりを進めるための行政ニーズはますます高まることが予想されます。 

また、公共施設、公用施設及びインフラの老朽化が問題視されており、国からは「公共

施設等総合管理計画」の策定が求められています。合併市として多くの公共施設等を抱え

ている中で、将来に向けて施設維持の必要性を判断するとともに、維持する施設では、必

要な改修を、また、老朽化が進み維持困難であったり、その役割を終えた施設については、

早期に解体撤去を進める必要があり、大きな財政負担が発生することが見込まれます。 

 このような中で、持続可能な財政を堅持し、未来につながるまちづくりを行っていくた

めには、市民の皆さんとともにつくる「協働のまちづくり」を積極的に推進するとともに、

既存の行政サービスの見直しを継続的かつ柔軟に行い、効率的で簡素な行財政システムを

構築していく必要があります。 


